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第 4 章 幼 稚 園 教 育 

 

１  幼 堆 園 の 現 状  

   県 内 の 幼 稚 園 は 523 園 （ 平 成 22 年 5 月 現 在 ）、 そ の う ち 、 国 公 立 幼 稚 園 は 94 園 で 、 私 立 幼 稚

園 の 約 4 分 の 1 で あ る 。 就 園 率 は 48.1％ で 、 全 国 平 均 56.2％ を 下 回 っ て い る 。  

   幼 稚 園 未 設 置 の 市 町 村 は 10 町 村 で あ り 、 保 育 所 に 比 べ て 設 置 率 は 低 い 。 幼 稚 園 教 育 の 独 自 性

を 考 慮 し て 、 一 層 の 進 展 を 図 る 必 要 が あ る 。  

２  教 育 内 容 の 充 実  

   幼 稚 園 教 育 は 、教 育 基 本 法 、学 校 教 育 法 及 び 同 法 律 施 行 規 則 、幼 稚 園 教 育 要 領 、教 育 委 員 会 規

則 な ど の 示 す と こ ろ に 従 い 、幼 児 の 心 身 の 発 達 の 実 情 に 即 し て 、集 団 生 活 の 中 で 幼 児 一 人 一 人 の

望 ま し い 成 長 を 助 け 、人 間 形 成 の 基 礎 を 培 う こ と を 目 的 と し て い る 。そ の た め 、幼 稚 園 訪 問 や 研

修 会 の 場 を 通 し て 教 育 内 容 の 充 実 に 努 め た 。  

(1)新 規 採 用 教 員 研 修  

教 育 公 務 員 特 例 法 の 規 定 に 基 づ き 、講 義 、演 習 、実 習 、実 技 を 内 容 と し て 園 内・園 外 研 修 を

そ れ ぞ れ 10 日 間 、公 私 立 別 に 実 施 し た 。名 古 屋 市 以 外 の 公 立 の 該 当 者 は 52 人 、私 立 の 該 当 者

は 327 人 （ 内 名 古 屋 市 92 人 ）。  

(2)10 年 経 験 者 研 修  

教 職 経 験 10 年 経 過 の 全 教 員 を 対 象 に 、 経 験 に 即 し た 体 系 的 な 研 修 の 一 環 と し て 、 教 育 上 の

課 題 に 対 応 し 得 る 内 容 に つ い て の 研 修 と し て 平 成 15 年 度 よ り 始 ま っ た 。 県 総 合 教 育 セ ン タ ー

に お い て 講 義・協 議・演 習 等 に よ る 研 修 を  5 日 間 、社 会 体 験 研 修 を 1 日 、異 校 種 体 験 研 修 を 2

日 、 園 内 で の 研 修 を 7～ 10 日 行 い 、 教 員 の 資 質 能 力 の 向 上 に 努 め た 。  

    名 古 屋 市 以 外 の 公 私 立 幼 稚 園 教 諭 30 人 が 研 修 に 参 加 し た 。（ 公 立 15 人 、 私 立 15 人 ）  

(3)幼 稚 園 教 育 課 程 講 座  

文 部 科 学 省 と 県 教 育 委 員 会 、県 総 合 教 育 セ ン タ ー 主 催 で 、平 成 22 年 8 月 27 日 に 開 催 し た 。  

公 私 幼 稚 園 、保 育 所 、小 学 校 、保 育 行 政 の 287 人 の 参 加 者 が 3 つ の 協 議 題 の 分 科 会 に 分 か れ 、

幼 稚 園 の 教 育 課 程 の 編 成 を は じ め と し て 幼 稚 園 教 育 に 関 す る 内 容 に 関 す る 専 門 的 な 研 究 協 議

を 行 う こ と に よ り 、幼 稚 園 教 育 の 振 興・充 実 を 図 っ た 。（ 名 古 屋 市 は 、「 幼 稚 園 教 育 課 程 研 究 協

議 会 」 を 開 催 。 175 人 が 参 加 ）  

(4)保 育 技 術 講 座 ・ 園 長 等 運 営 管 理 研 修  

文 部 科 学 省 と 県 教 育 委 員 会・県 総 合 教 育 セ ン タ ー 主 催 で 、平 成 22 年 8 月 3 日 、4 日 、6 日 の

3 日 間 に 保 育 技 術 講 座 、平 成 22 年 7 月 22 日 、23 日 の 2 日 間 に 園 長 等 運 営 管 理 研 修 を 県 総 合 教

育 セ ン タ ー に お い て 開 催 し た 。 保 育 技 術 講 座 に は 55 人 が 参 加 、 園 長 等 運 営 管 理 研 修 に は 45

人 が 参 加 し 、幼 稚 園 教 育 に 関 す る 内 容 、幼 稚 園 の 運 営・管 理 、保 育 技 術 に 関 す る 専 門 的 な 講 義 、

研 究 協 議 を 行 う こ と に よ り 、幼 児 教 育 の 専 門 性 と 教 員 と し て の 資 質 向 上 を め ざ し 、幼 稚 園 の 振

興 ・ 充 実 を 図 っ た 。  

３  幼 児 教 育 研 究 協 議 会  

   本 県 幼 児 教 育 の 振 興 に つ い て 、 基 本 的 な 問 題 を 研 究 協 議 す る た め 、 昭 和 47 年 6 月 に 幼 児 教 育

研 究 協 議 会 を 設 置 し 、 課 題 解 決 に 取 り 組 ん で い る 。 平 成 22 年 度 は 次 の よ う に 開 催 し た 。  

(1)委 員 構 成  協 議 会 ・ ・ ・ 17 人 、 専 門 委 員 会 ・ ・ ・ 12 人  

(2)開 催 回 数  協 議 会 ・ ・ ・  2 回 、 専 門 委 員 会 ・ ・ ・  4 回   
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(3)協  議  題  「 子 ど も や 社 会 の 変 化 に 対 応 し た 教 育 課 程・保 育 課 程 － 伝 え 合 う 力 と 規 範 意 識 の 芽

生 え を 培 う 体 験 を 重 視 し て － 」  

(4)協 議 内 容  

そ れ ぞ れ の 幼 稚 園・保 育 所 等 の 教 育（ 保 育 ）目 標 に 基 づ い て 教 育 課 程 や 保 育 課 程 が 編 成 さ れ 、

指 導 計 画 に 具 体 化 さ れ 、 実 際 の 保 育 に 結 び つ い た も の と な る よ う に す る こ と が 大 切 で あ る 。  

そ の た め に 、幼 稚 園 教 育 要 領・保 育 所 保 育 指 針 の 改 訂・改 定 の ポ イ ン ト の 一 つ と な っ た 、伝

え 合 う 力 と 規 範 意 識 を 培 う こ と に 焦 点 を あ て 、幼 児 の 発 達 の 姿 や 体 験 の 中 で の 学 び や 育 ち を ど

う 促 え る か 、ま た 、そ れ を 教 育 課 程・保 育 課 程 に 位 置 付 け て 、実 際 の 保 育 に 具 現 化 す る に は ど

う し た ら よ い の か 、 以 下 の 点 か ら 検 討 を 進 め て い く 。  

〇  幼 児 の 伝 え 合 う 力 と 規 範 意 識 が 育 つ プ ロ セ ス と 、 発 達 の 時 期 に 応 じ た 必 要 な 体 験 を 明 ら か に

す る 。  

〇  伝 え 合 う 力 や 規 範 意 識 を 育 て る た め に 必 要 な 体 験 を 教 育 課 程 ・ 保 育 課 程 へ ど の よ う に 位 置 づ

け る と よ い の か 。  

〇  教 育 課 程 ・ 保 育 課 程 を 基 に し た 指 導 計 画 を 保 育 の 実 践 に つ な げ る た め に 大 事 な こ と は 何 か 。  

平 成 22 年 度 は 、 報 告 書 を ま と め 、 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て い る 。  

 


